
障がい者手帳を持っていなくても、65 歳以上で、一

定の条件に該当する方を障がい者に準ずる者として

「障がい者控除認定書」を交付します。この認定書を

提示することで確定申告の際、控除が受けられる場

合があります。

　※身体障害者手帳をお持ちの方は該当しません。

　※申請後、証明書等の発行に数日かかることが　

　　あります。

医療機関で交付される「おむつ使用証明書」を確定申

告の際に添付・提示することでおむつ代を医療費控除

の対象とすることができますが、医療費控除を受ける

のが 2 年目以降で、一定の条件を満たす方は市が発行

する「証明書」を使用することができます。

　※初めて、おむつ代の医療費控除を受ける方は主治

　　医に相談が必要です。

　※介護保険施設に入所中の方は、控除の対象とはな

　　りません。

　※申請後、証明書等の発行に数日かかることがあり

　　ます。

■支給対象となる方

令和 2年 4月 1日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」

などを受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1．令和 2年 4月 1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  2．戦没者等の子

  3．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹

  4．上記 1から 3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪 など）　※詳細はお問い合わせください。

■ 支給内容：【国債名称】第十一回特別弔慰金国庫債券　い号　【額面】25 万円（5年償還）

■ 請求窓口：市役所平和協働推進課　☎ 0980-82-1253

【問合せ】介護長寿課　給付認定係　

         ☎ 0980-87-6022

【必要なもの】　介護保険被保険者証

令和４年度 赤十字会費募集へのご協力をお願いします

障 がい者控除に伴う認定書の申請障 がい者控除に伴う認定書の申請 おむつ代の医療費控除の証明書発行おむつ代の医療費控除の証明書発行

戦没者等のご遺族の皆様へ　第十一回特別弔慰金の請求は令和５年 3月 31 日まで

要支援・要介護認定を受けている方は税の控除が受けられる場合があります

保育士・幼稚園教諭の資格取得ができます！石垣集団学習会場 説明会開催
保育士・幼稚園教諭の資格取得ができる「石垣集団学習会場」の学習システムや奨学金

の貸付について、説明会を開催します。

【日　　程】11 月 12 日（土）

　第一部：13：00 ～ 14：00「石垣集団学習会場」説明会

　第二部：15：00 ～ 16：00「沖縄福祉保育専門学校」説明会

【予約受付】 11 月 11 日（金）まで

【問合せ】

　学校法人　大庭学園

　沖縄福祉保育専門学校　担当：東江

  ☎ 098-868-5796

【場　　所】石垣集団学習会場（旧新川保育所）
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